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（一社）香川県サッカー協会
第4種委員会

女子選手層の拡大と技術力向上について

一般社団法人香川県サッカー協会は、日本の将来をになう女
子(U-12)選手たちのサッカーへの興味・関心を深め、さらに技術
の向上と健全な心身の育成・発達を図ることを目的とし、各チー
ムに所属する女子選手のための各種大会・イベント開催する。
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(1)趣旨

この各種行事に参加する選手構成は、個人・単独チーム・合同
チームにて参加することを容認し、女子サッカー選手の人数拡大
のための新たな挑戦を試みる。
サッカーを通じて身体を鍛え、フェアープレーの精神を養い、正
しく強くそして創造力豊かな人間の育成を目指すものである。
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①香川県ガールズサマーカップ2026

②第14回香川県女子(U-12)サッカー大会

③2026香川県ガールズウインターカップ

④ガールズスクール（県内4地区）

⑤ガールズスクール4地区対抗戦

⑥ガールズフェスティバル
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(2)各種行事

・単独/合同チーム対象 ・実施時期：6月

・単独/合同チーム対象

・単独/合同チーム対象

・個人対象

・個人対象

・実施時期：2月

・実施時期：10月～11月

・実施時期：前期・後期

・実施時期：7月・10月・1月

・個人対象 ・実施時期：9月・2月
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・同一地区チーム所属の合同チーム形成を認める。
※原則、東讃地区、高松地区、中讃地区、西讃地区内での合同
形成を原則とし、登録チーム以外に女子活動の範囲を1チーム
に限定する。
また、期中の合同チーム創設も可とする。

・チーム名については制限を設けない。

前提条件：JFA 4種選手登録を完了していること。
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(3)合同チーム形勢ルール①
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(3)合同チーム形勢ルール②

Ａチーム（単独）・8名

Ｂチーム・4名 Ｃチーム・4名

Ｃチーム・3名 Ｄチーム・3名 Ｅチーム・2名

Ｆチーム・2名 Ｇチーム・2名 Ｈチーム・2名 Ｉチーム・2名

＋

＋ ＋

＋ ＋ ＋

※合同チーム形成については同一地区内とする。
例：地区トレセン、ガールズスクールの区割り（東讃地区、高松地区、中讃地区、西讃地区）
但し、合同の場合のチーム数上限は設けない。
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①単独チーム対象の大会については年齢制限を設け
ない。

②上記大会には単独チームで参加し、他の大会には
合同チームにて参加することも可とする。

③合同チームの場合、人数によっては複数チームを
構成しての大会参加も可とする。

例:中讃ガールズA、中讃ガールズB

(3)合同チーム形勢ルール③
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(4)女子(U-12)県トレセンについて

〇地区（4地区）トレセンもしくは
地区（4地区）女子スクールに参加していること。

※地区トレセン指導者もしくは、地区スクール指導
者からの推薦を選考会参加の条件とします。

但し、県トレセン指導者から参加要請する場合あり。



（一社）香川県サッカー協会
第4種委員会

女子選手層の拡大と技術力向上について

8

わからなかったところは
遠慮なく質問して下さい。


